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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について（通知）

このことについて、別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から

事務連絡がありましたので、通知します。

つきましては、次の点に留意して適切に対応いただくようお願いします。

また、各市町村教育委員会においては、所管する学校に周知願います。

記

１ 療養期間の取扱い（令和４年９月７日以降）

(1) 有症状患者

ア 発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には８日目から

療養期間の解除を可能とする。

イ この場合、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など

自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設へ

の不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを

着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底が求められること。

(2) 無症状患者

ア 検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養期間の解除を可能とする



（従来から変更なし）。

イ 加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過

後（６日目）に解除を可能とする。ただし、７日間が経過するまでは、上記(1)イ

と同様の対応が求められること。

２ 療養期間中の外出自粛について

(1) 有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接

する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際

に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品

等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと。

(2) 上記(1)について、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出としては認められ

ないこと。

３ 陰性証明書等について

(1) 「『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』の変更及び『濃厚接触者の

待機期間の見直し等』に係る対応について」（令和４年(2022年)８月８日付け教健体

第518号通知）に基づき、療養解除後に、学校に出勤、登校するに当たって、学校に

陰性証明書を提出する必要はないこと。

(2) 無症状患者が、検査で陰性を確認し、検体採取後から５日間経過後（６日目）に療

養期間を解除する場合に、その検査結果を撮影した画像等で確認することは差し支え

ないこと。なお、その場合、健康･体育課（児童生徒等）や福利課（教職員）に報告

は必要ないこと。

４ 参考資料

「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和４

年(2022年)９月８日付け感染症第2629号)

健康･体育課企画・調整係

健康･体育課健康・体育指導係

福 利 課 健 康 管 理 係
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事 務 連 絡 

令和４年９月９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について 

 

 

先日９月８日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「With コロ

ナに向けた政策の考え方」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針」（以下「基本的対処方針」という。）が変更されました。 

 

今般の基本的対処方針の変更においては、新型コロナウイルス感染症の患者に対す

る療養期間等についても見直しが行われていますので、別添の「新型コロナウイルス

感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」（令和４年９月７日付け厚生労働

省事務連絡）と併せて御参照の上、特に、学校においては、 

・ 療養解除後も、有症状患者については発症日から 10 日間が経過するまで、無症状

患者については検体採取日から７日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底が求

められること 

・ 療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うこ

とは差し支えないとされたものの、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出と

しては認められないこと 

等の点に御留意いただくようお願いします。 

 

また、今般の基本的対処方針の変更に関連し、 

・ 新型コロナウイルスへの感染が確認された教職員や児童生徒等が、療養解除後に、

学校に出勤、登校するに当たって、学校に陰性証明を提出する必要はないこと 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 専 修 学 校 主 管 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた 

各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更が行われましたので、

お知らせします。 
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・ ただし、無症状患者が、検査で陰性を確認し、検体採取日から５日間経過後（６

日目）に療養を解除する場合に、学校やその設置者等の判断により、その検査結果

を撮影した画像等で確認することは差し支えないこと 
については、過日の事務連絡でお知らせしたとおりですので、改めて御承知置きくだ

さい。 

 

【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和４年９月８日変更） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_040908.pdf 

 

 

以上について、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び

域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課

におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人

附属学校事務主管課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄

学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成

14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認

定こども園主管課におかれては所轄の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核

市を除く。）区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部企画課におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して、周知されるようお

願いします。 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 
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事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日 

都 道 府 県

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと

うございます。 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症

患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（令和３年２月 25 日付け健

感発 0225 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和３年２月 25 日付

け課長通知」という。）及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場

合の対応について」（令和４年１月５日付け（令和４年２月２日最終改正）厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づき対応をお願いしており、

その療養期間については、 

・有症状患者については、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過

した場合には 11 日目から解除を可能

・無症状患者（無症状病原体保有者）については、検体採取日から７日間を経過した

場合には８日目に療養解除を可能（ただし、10 日間が経過するまでは、検温など

自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マ

スクを着用すること等の感染対策を求めること）

を基本としています。 

今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第 98 回新型

コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロ

ナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容に

ついて御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。 

なお、本見直しについては 、本日（令和４年９月７日）より適用となり、同日時点

で患者である者にも適用いたします。 

別 添
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記 

 

１ 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。 

（１）有症状患者（※１） 

   （a）（ｂ）以外の者 

 ・発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には８

日目から解除を可能とする。 

・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検

温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハ

イリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食

等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底

をお願いする。 

 

  (b)現に入院している者（※２）（従来から変更無し） 

  ・発症日から 10日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11

日目から解除を可能とする。 

 

   ※１ 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。 

   ※２ 高齢者施設に入所している者を含む。 

 

（２）無症状患者（無症状病原体保有者） 

   ・検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除を可能とする

（従来から変更なし）。 

・加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日

間経過後（６日目）に解除を可能とする。ただし、７日間が経過するまで

は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認

や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、

感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するこ

と等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。 

 

２ 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又

は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関

を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染

予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行

うことは差し支えないこと。 
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３ １及び２に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養

解除基準については、引き続き、令和３年２月 25 日付け課長通知に基づき対応す

ること。 



 

感 染 症 第 ２ ６ ２ ９ 号 

令和４年（2022 年）９月８日 

 

 各 部 （ 局 ） 代 表 課 長 

 北海道教育庁総務政策局総務課長  様 

 北海道警察本部警備部警備課長 

（新型コロナウイルス感染症対策本部幹事） 

 

北 海 道 保 健 福 祉 部 感 染 症 対 策 局 

感 染 症 対 策 課 地 域 支 援 担 当 課 長 

                     新型コロナウイルス感染症対策本部 

                     指 揮 室 地 域 支 援 班 副 班 長 

 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて 

 今般、厚生労働省から、陽性者の療養期間の見直しについて事務連絡がありましたので、

お知らせしますとともに、この内容について、道のホームページを修正しましたことを、併

せてお知らせします。 

 つきましては、貴職所管の関係機関や団体等に幅広く周知願うとともに、引き続き、各事

業所、団体等からの照会等への対応について、よろしくお願いします。 

記 

１ 改正の概要 

（１） 陽性者の療養期間について 

① 有症状者 

発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には８日目か

ら解除可能とする。 

② 無症状者 

検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除を可能とする （従 

来から変更なし）。 

加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過 

後（６日目）に解除を可能とする。 

（２） 療養期間中の外出自粛について 

     有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と

接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する

際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料

品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと。 

 

２ 添付資料 

（１）令和４年９月７日（令和 4年 9月 8日最終改正）付け厚生労働省事務連絡 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて 

（２）参考資料 

自宅療養者の療養期間等 

 

３ 掲載ホームページ 

ご自身や身近な人が新型コロナに感染したときの対応について 

  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kansenkakudai_taiou.html 

 
疫学調査係（地域支援班） 

内線 6-210-38-960 
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事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日 

令和４年９月８日最終改正 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて 

 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと

うございます。 

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症

患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（令和３年２月 25 日付け健

感発 0225 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和３年２月 25 日付

け課長通知」という。）及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場

合の対応について」（令和４年１月５日付け（令和４年２月２日最終改正）厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に基づき対応をお願いしており、

その療養期間については、 

・有症状患者については、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過

した場合には 11 日目から解除を可能 

・無症状患者（無症状病原体保有者）については、検体採取日から７日間を経過した

場合には８日目に療養解除を可能（ただし、10 日間が経過するまでは、検温など

自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マ

スクを着用すること等の感染対策を求めること） 

を基本としています。 

今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第 98 回新型

コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロ

ナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容に

ついて御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。 

なお、本見直しについては 、本日（令和４年９月７日）より適用となり、同日時点

で患者である者にも適用いたします。 

 Ｑ＆Ａを追加しました。 
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記 

 

１ 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。 

（１）有症状患者（※１） 

   （a）（ｂ）以外の者 

 ・発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には８

日目から解除を可能とする。 

・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検

温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハ

イリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食

等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底

をお願いする。 

 

  (b)現に入院している者（※２）（従来から変更無し） 

  ・発症日から 10日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11

日目から解除を可能とする。 

 

   ※１ 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。 

   ※２ 高齢者施設に入所している者を含む。 

 

（２）無症状患者（無症状病原体保有者） 

   ・検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除を可能とする

（従来から変更なし）。 

・加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日

間経過後（６日目）に解除を可能とする。ただし、７日間が経過するまで

は、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認

や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、

感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用するこ

と等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。 

 

２ 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又

は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関

を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染

予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行

うことは差し支えないこと。 
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３ １及び２に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養

解除基準については、引き続き、令和３年２月 25 日付け課長通知に基づき対応す

ること。 
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Q1 １（１）（ｂ）「現に入院している者」の考え方如何。適用日（令和４年９月７日）

時点に現に入院している者という意味か。 

 

「現に入院している者」は、陽性判明時に入院しているか否かを問わず、７日間経

過時点で現に入院している者を指します。適用日に限った経過措置ではなく、適用日

後も、こうした者に該当する場合は１（１）（ｂ）の取扱となります。 

例えば、陽性判明時には入院していても、７日間経過するまでの間に退院した場合

には、「現に入院している者」には含まれず、療養期間は１（１）（a）の取扱（７日

間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合に解除）となります。 

 また、陽性判明時には自宅療養していても、７日間経過時点で入院している場合に

は、１（１）（ｂ）の取扱（10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に

解除）となります。 

 

Q2 １（１）（ｂ）「現に入院している者」に、例えば、障害者施設の入所者は含まれ

るのか。 

 

現時点では、入院している者のほか、高齢者施設の入所者が該当します。障害者施

設の入所者は含まれず、１（１）（a）の取扱（７日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時

間経過した場合に解除）となります。 

 

Q3 １（２）の検査は何を想定しているか。また、検査の費用は本人負担か。 

 

抗原定性検査キットによる検査を想定しており、自己検査でも差し支えありません。

抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いてください。 

 



自宅療養者の療養期間

５日間
５日目検査で陰性確認

これまで ９／７から

なし

あり 10日間

７日間

症状

７日間

検査しない場合は７日間
有症状者は10日間、無症状者は7日間が経過するまでは、検温、
高齢者等との接触や会食を避ける、マスクの着用など、 を徹底感染予防行動

症状軽快後72時間経過 症状軽快後24時間経過

※現に入院している場合と高齢者施設等の入所者は、変更無し（発症日から10日間、かつ症状軽快後72時間経過）



療養期間中の外出

症状軽快から２４時間後
又は 無症状の場合

公共交通機関を使わないなど、 の徹底が前提

食料品等の買物など

外出時や人と接する際は短時間、必ずマスクを着用、
感染予防行動

外出可必要最小限の


